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備 え る も の と す る 。  

2．  受 注 者 は 、 施 工 前 及 び 施 工 途 中 に お い て 、 自 ら の 費 用 で 契 約 約 款 第 18

条 第 1 項 第 1 号 か ら 第 5 号 に 係 る 設 計 図 書 の 照 査 を 行 い 、該 当 す る 事 実 が

あ る 場 合 は 、 監 督 職 員 に そ の 事 実 が 確 認 で き る 資 料 を 書 面 に よ り 提 出 し 、

確 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。 な お 、 確 認 で き る 資 料 と は 、 現 場 地 形 図 、

設 計 図 と の 対 比 図 、施 工 図 等 を 含 む も の と す る 。ま た 、受 注 者 は 監 督 職 員

か ら 更 に 詳 細 な 説 明 又 は 書 面 の 追 加 の 要 求 が あ っ た 場 合 は 従 わ な け れ ば

な ら な い 。  

3．  受 注 者 は 、契 約 の 目 的 の た め に 必 要 と す る 以 外 は 、契 約 図 書 、お よ び そ

の 他 の 図 書 を 監 督 職 員 の 承 諾 な く し て 第 三 者 に 使 用 さ せ 、又 は 伝 達 し て は

な ら な い 。  

 

１ － ４  監 督 職 員  

1．  当 該 工 事 に お け る 監 督 職 員 の 権 限 は 、下 表 1-1「 監 督 職 員 の 権 限 の 内 容 」

の と お り と す る 。  

2．  監 督 職 員 が そ の 権 限 を 行 使 す る と き は 、書 面 に よ り 行 う も の と す る 。た

だ し 、緊 急 を 要 す る 場 合 は 監 督 職 員 が 、受 注 者 に 対 し 口 頭 に よ る 指 示 等 を

行 え る も の と す る 。口 頭 に よ る 指 示 等 が 行 わ れ た 場 合 に は 、後 日 書 面 に よ

り 監 督 職 員 と 受 注 者 の 両 者 が 指 示 内 容 等 を 確 認 す る も の と す る 。  

 

 表 1-1       監 督 職 員 の 権 限 の 内 容  

内   容  
上 下 水 道  

事 業 管 理 者  

主 任  

監 督 員  
監 督 員  

補 助  

監 督 員  

関 連 工 事 の 調 整 （ 契 約 約 款 第 ２ 条 関 係 ）  権 限 委 任  ○    

監 督 員 （ 契 約 約 款 第 ９ 条 関 係 ）   ○  ○  ○  

工 事 関 係 者 に 関 す る 措 置 請 求  

（ 契 約 約 款 第 12条 ２ 項 関 係 ）  
 ○  ○   

（ 契 約 約 款 第 12条 ４ 項 関 係 ）   ○  ○  ○  

工 事 材 料 の 品 質 及 び 検 査 等  

（ 契 約 約 款 第 13条 関 係 ）  
 ○  ○  ○  

監 督 員 の 立 会 い 及 び 工 事 記 録 の 整 備 等  

（ 契 約 約 款 第 14条 関 係 ）  
 ○  ○  ○  

支 給 材 料 及 び 貸 与 品  

（ 契 約 約 款 第 15条 第 ２ 項 ・ 第 11項 関 係 ）  
 ○  ○  ○  

設 計 図 書 不 適 合 の 場 合 の 改 造 義 務 及 び 破 壊

検 査 等 （ 契 約 約 款 第 17条 関 係 ）  
 ○  ○  ○  

条 件 変 更 等 （ 契 約 約 款 第 18条 関 係 ）   ○  ○  ○  

臨 機 の 措 置 （ 契 約 約 款 第 26条 関 係 ）   ○  ○  ○  

不 可 抗 力 に よ る 損 害  

（ 契 約 約 款 第 29条 第 ２ 項 関 係 ）  
権 限 委 任  ○    

契 約 不 適 合 責 任 瑕 疵 担 保（ 契 約 約 款 第 41条 第

５ 項 関 係 ）  
 ○  ○  ○  

火 災 保 険 等 （ 契 約 約 款 第 534 8条 関 係 ）  権 限 委 任  ○  ○   

あ っ せ ん 又 は 調 停  

（ 契 約 約 款 第 544 9条 第 ２ 項 関 係 ）  
 ○  ○  ○  

 

 



① －7 [本編] 

 

が 修 正 す る こ と を い う 。  

2．  受 注 者 は 、工 事 の 完 成 の 際 に は 出 来 形 測 量 を 行 い 、そ の 計 測 結 果 に 基 づ

い て 完 成 図 を 作 成 し 、 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － 12 建 設 副 産 物  

1． 受 注 者 は 、掘 削 に よ り 発 生 し た 石 、砂 利 、砂 そ の 他 の 材 料 を 工 事 に 用 い

る 場 合 、設 計 図 書 に 明 示 が な い 場 合 に は 、本 体 工 事 又 は 設 計 図 書 に 指 定 さ

れ た 仮 設 工 事 に あ た っ て は 、監 督 職 員 と 協 議 す る も の と し 、設 計 図 書 に 明

示 が な い 任 意 の 仮 設 工 事 に あ た っ て は 、監 督 職 員 の 承 諾 を 得 な け れ ば な ら

な い 。  

2． 受 注 者 は 、産 業 廃 棄 物 が 搬 出 さ れ る 工 事 に あ た っ て は 、産 業 廃 棄 物 管 理

票（ 紙 マ ニ フ ェ ス ト ）又 は 電 子 マ ニ フ ェ ス ト に よ り 、適 正 に 処 理 さ れ て い

る こ と を 確 認 す る と と も に 監 督 職 員 及 び 検 査 職 員 に 提 示 し な け れ ば な ら

な い 。  

3． 受 注 者 は 、建 設 副 産 物 適 正 処 理 推 進 要 綱（ 国 土 交 通 事 務 次 官 通 達 、平 成

14 年 ５ 月 30 日 ） 、 再 生 資 源 の 利 用 の 促 進 に つ い て （ 建 設 大 臣 官 房 技 術 審

議 官 通 達 、平 成 ３ 年 10 月 25 日 ）、建 設 汚 泥 の 再 生 利 用 に 関 す る ガ イ ド ラ

イ ン（ 国 土 交 通 事 務 次 官 通 達 、平 成 18 年 ６ 月 12 日 ）を 遵 守 し て 、建 設 副

産 物 の 適 正 な 処 理 及 び 再 生 資 源 の 活 用 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。  

4． 受 注 者 は 、コ ン ク リ ー ト 、コ ン ク リ ー ト 及 び 鉄 か ら な る 建 設 資 材 、木 材 、

ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 等 土 砂 、砕 石 又 は 加 熱 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 を 工 事 現 場

に 搬 入 す る 場 合 に は 、法 令 等 に 基 づ き 、再 生 資 源 利 用 計 画 を 所 定 の 様 式 に

基 づ き 作 成 し 、施 工 計 画 書 に そ の 写 し を 添 付 し て 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。ま た 、受 注 者 は 、法 令 等 に 基 づ き 、工 事 現 場 に お い て 再 生 資

源 利 用 計 画 を 公 衆 の 見 や す い 場 所 に 掲 げ な け れ ば な ら な い 。  

5.受 注 者 は 、土 砂 を 再 生 資 源 利 用 計 画 に 記 載 し た 搬 入 元 か ら 搬 入 し た と き は 、

法 令 等 に 基 づ き 、 速 や か に 受 領 書 を 搬 入 元 に 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  

6．  受 注 者 は 、建 設 発 生 土 、コ ン ク リ ー ト 塊 、ア ス フ ァ ル ト・コ ン ク リ ー ト

塊 、建 設 発 生 木 材 、建 設 汚 泥 ま た は 建 設 混 合 廃 棄 物 を 工 事 現 場 か ら 搬 出 す

る 場 合 に は 、法 令 等 に 基 づ き 、再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 を 所 定 の 様 式 に 基 づ

き 作 成 し 、施 工 計 画 書 に そ の 写 し を 添 付 し て 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。ま た 、受 注 者 は 、法 令 等 に 基 づ き 、工 事 現 場 に お い て 再 生 資 源 利

用 促 進 計 画 を 公 衆 の 見 や す い 場 所 に 掲 げ な け れ ば な ら な い 。  

7.受 注 者 は 、再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 の 作 成 に 当 た り 、建 設 発 生 土 を 工 事 現 場

か ら 搬 出 す る 場 合 は 、工 事 現 場 内 の 土 地 の 掘 削 そ の 他 の 形 質 の 変 更 に 関 し

て 発 注 者 等 が 行 っ た 土 壌 汚 染 対 策 法 等 の 手 続 き 状 況 や 、搬 出 先 が 盛 土 規 制

法 の 許 可 地 等 で あ る な ど 適 正 で あ る こ と に つ い て 、法 令 等 に 基 づ き 確 認 し

な け れ ば な ら な い 。ま た 、確 認 結 果（ 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 の 作 成 に 伴 う

確 認 結 果 票 ）は 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 に 添 付 す る と と も に 、工 事 現 場 に お

い て 公 衆 の 見 や す い 場 所 に 掲 げ な け れ ば な ら な い 。  
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8.受 注 者 は 、 建 設 現 場 等 か ら 土 砂 搬 出 を 他 の 者 に 委 託 し よ う と す る と き は 、

「 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 」に 記 載 し た 事 項（ 搬 出 先 の 名 称 及 び 所 在 地 、搬

出 量 ）と ｢再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 の 作 成 に 伴 う 確 認 結 果 票 ｣の 内 容 を 、委 託

し た 搬 出 者 に 対 し て 、 法 令 等 に 基 づ い て 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

9. 受 注 者 は 、 建 設 発 生 土 を 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 に 記 載 し た 搬 出 先 へ 搬 出

し た と き は 、法 令 等 に 基 づ き 、速 や か に 搬 出 先 の 管 理 者 に 受 領 書 の 交 付 を

求 め 、受 領 書 に 記 載 さ れ た 事 項 が 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 に 記 載 し た 内 容 と

一 致 す る こ と を 確 認 す る と と も に 、監 督 職 員 か ら 請 求 が あ っ た 場 合 は 、受

領 書 の 写 し を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

10．  受 注 者 は 、 再 生 資 源 利 用 計 画 書 及 び 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書 を 作 成 し

た 場 合 に は 、工 事 完 了 後 速 や か に 実 施 状 況 を 記 録 し た「 再 生 資 源 利 用 計 画

書（ 実 施 書 ）」及 び「 再 生 資 源 利 用 促 進 計 画 書（ 実 施 書 ）」を 監 督 職 員 に

提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

11．  受 注 者 は 、 建 設 廃 棄 物 の 処 理 後 速 や か に 、 建 設 廃 棄 物 処 理 結 果 報 告 書

（ 様 式 第 22 号 ） に 処 理 状 況 写 真 を 添 え て 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

12.  受 注 者 は 、 工 事 で 発 生 す る 建 設 廃 棄 物 の う ち 、 岩 手 県 内 の 最 終 処 分 場

（ 中 間 処 理 施 設 経 由 を 含 む ）に 搬 入 さ れ る 産 業 廃 棄 物 に つ い て は 、岩 手 県

産 業 廃 棄 物 税 が 課 税 さ れ る の で 適 正 に 処 理 す る こ と 。  

13.  受 注 者 は 、 石 綿 セ メ ン ト 管 を 撤 去 す る 場 合 に は 、 労 働 安 全 衛 生 法 に 基

づ く 石 綿 障 害 予 防 規 則 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － 13 工 事 実 績 情 報 の 作 成 、 登 録 申 請  

 受 注 者 は 、 受 注 時 又 は 変 更 時 に お い て 工 事 請 負 代 金 が 500万 円 以 上 の 工

事 に つ い て 、工 事 実 績 情 報 シ ス テ ム（ Ｃ Ｏ Ｒ Ｉ Ｎ Ｓ ）に 基 づ き 、受 注・変

更・完 成・訂 正 時 に 工 事 実 績 情 報 と し て「 登 録 の た め の 確 認 の お 願 い 」を

コ リ ン ズ か ら 監 督 職 員 に メ ー ル 送 信 し 、監 督 職 員 の 確 認 を 受 け た う え 、受

注 時 は 契 約 後 10日 以 内（ 土・日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く ）に 、登 録 内 容 の 変 更

時 は 変 更 が あ っ た 日 か ら 10日 以 内（ 土・日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く ）に 、完 成

時 は 完 成 検 査 後 10日 以 内（ 土・日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く ）に 、訂 正 時 は 適 宜

登 録 機 関 に 登 録 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。技 術 者 の 従 事 期 間 は 、工 期 (実

工 期 )を も っ て 登 録 す る も の と し 、 余 裕 期 間 を 含 ま な い こ と に 留 意 す る こ

と 。変 更 登 録 時 は 、工 期 、技 術 者 に 変 更 が 生 じ た 場 合 に 行 う も の と し 、工

事 請 負 代 金 の み 変 更 の 場 合 は 、原 則 と し て 登 録 を 必 要 と し な い 。な お 、登

録 機 関 発 行 の「 登 録 内 容 確 認 書 」は 、コ リ ン ズ 登 録 時 に 監 督 職 員 に メ ー ル

送 信 さ れ る た め 、 受 注 者 か ら の 提 示 は 不 要 と す る 。  

ま た 、 変 更 時 と 工 事 完 成 時 の 間 が 10日 間 （ 土 ・ 日 曜 日 及 び 祝 日 を 除 く ）

に 満 た な い 場 合 は 、 変 更 時 の 登 録 申 請 を 省 略 で き る も の と す る 。  

 

 



① －14 [本編] 

 

 

１ － 24 施 工 時 期 及 び 施 工 時 間 の 変 更  

1．  受 注 者 は 、設 計 図 書 に 施 工 時 間 が 定 め ら れ て い る 場 合 で そ の 時 間 を 変 更

す る 必 要 が あ る 場 合 は 、あ ら か じ め 監 督 職 員 の 承 諾 を 得 な け れ ば な ら な い 。 

2．  受 注 者 は 、設 計 図 書 に 施 工 時 間 が 定 め ら れ て い な い 場 合 で 、官 公 庁 の 休

日 又 は 夜 間 に 作 業 を 行 う 場 合 は 、事 前 に 理 由 を 付 し た 書 面 に よ っ て 監 督 職

員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 

１ － 25 不 可 抗 力 に よ る 損 害  

1．  受 注 者 は 、災 害 発 生 後 直 ち に 被 害 の 詳 細 な 状 況 を 把 握 し 、当 該 被 害 が 契

約 約 款 第 29条 の 規 定 の 適 用 を 受 け る と 思 わ れ る 場 合 に は 、直 ち に 工 事 災 害

通 知 書 に よ り 主 任 監 督 員 に 報 告 す る も の と す る 。  

2．  契 約 約 款 第 29条 第 １ 項 に 規 定 す る「 設 計 図 書 で 定 め た 基 準 」と は 、次 の

各 号 に 掲 げ る も の を い う 。  

(1)  降 雨 に 起 因 す る 場 合  

次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 と す る 。  

①  24時 間 雨 量 （ 任 意 の 連 続 24時 間 に お け る 雨 量 を い う 。 ） が 80mm以 上  

②  １ 時 間 雨 量 （ 任 意 の 60分 に お け る 雨 量 を い う 。 ） が 20mm以 上  

③  連 続 雨 量 （ 任 意 の 72時 間 に お け る 雨 量 を い う 。 ） が 150mm以 上  

(2)  強 風 に 起 因 す る 場 合  

最 大 風 速 （ 10分 間 の 平 均 風 速 で 最 大 の も の ） が 15m/秒 以 上 あ っ た 場 合  

(3)  地 震 及 び 豪 雪 に 起 因 す る 場 合  

地 震 及 び 豪 雪 に よ り 生 じ た 災 害 に あ っ て は 、 周 囲 の 状 況 に よ り 判 断 し 、

相 当 の 範 囲 に 渡 っ て 他 の 一 般 物 件 に も 被 害 を 及 ぼ し た と 認 め ら れ る 場 合  

3．  契 約 約 款 第 29条 第 ２ 項 に 規 定 す る「 受 注 者 が 善 良 な 管 理 者 の 注 意 義 務 を

怠 っ た こ と に 基 づ く も の 」と は 、第 ３ 章 ３ － ８ 及 び 契 約 約 款 第 26条 に 規 定

す る 予 防 措 置 を 行 っ た と 認 め ら れ な い も の 及 び 災 害 の 一 因 が 施 工 不 良 等

受 注 者 の 責 に よ る と さ れ る も の を い う 。  

 

１ － 26 特 許 権 等  

1．  受 注 者 は 、業 務 の 遂 行 に よ り 発 明 ま た は 考 案 し た と き は 、書 面 に よ り 監

督 職 員 に 報 告 す る と と も に 、こ れ を 保 全 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 じ な け

れ ば な ら な い 。ま た 、出 願 及 び 権 利 の 帰 属 等 に つ い て は 、発 注 者 と 協 議 す

る も の と す る 。  

2．  発 注 者 が 、引 渡 を 受 け た 契 約 の 目 的 物 が 著 作 権 法（ 令 和 ６ 平 成 30年 ６ ７

月 改 正  法 律 第 5572号 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 ） に 規 定 さ れ る 著 作 物 に 該 当 す

る 場 合 は 、 当 該 著 作 物 の 著 作 権 は 発 注 者 に 帰 属 す る も の と す る 。  

な お 、前 項 の 規 定 に よ り 出 願 及 び 権 利 等 が 発 注 者 に 帰 属 す る 著 作 物 に つ

い て 発 注 者 は こ れ を 自 由 に 加 除 又 は 編 集 し て 利 用 す る こ と が で き る 。  
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２ － ６  施 工 計 画 書  

1．  受 注 者 は 、契 約 締 結 後 20日 以 内 に 工 事 目 的 物 を 完 成 す る た め に 必 要 な 手

順 や 工 法 等 に つ い て の 施 工 計 画 書 を 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

2．  受 注 者 は 、 施 工 計 画 書 を 遵 守 し 工 事 の 施 工 に あ た ら な け れ ば な ら な い 。 

3．  受 注 者 は 、施 工 計 画 書 に 次 の 事 項 に つ い て 記 載 し な け れ ば な ら な い 。ま

た 、監 督 職 員 が そ の 他 の 項 目 に つ い て 補 足 を 求 め た 場 合 に は 、追 記 す る も

の と す る 。た だ し 、受 注 者 は 修 繕 工 事 等 簡 易 な 工 事 に お い て は 監 督 職 員 の

承 諾 を 得 て 記 載 内 容 の 一 部 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

(1)  工 事 概 要  

(2)  実 施 工 程 表  

(3)  現 場 組 織 図  

(4)  安 全 管 理  

(5)  主 要 機 械  

(6)  主 要 資 材  

(7)  施 工 方 法 （ 主 要 機 械 、 仮 設 備 計 画 、 工 事 用 地 等 を 含 む ）  

(8)  施 工 管 理 計 画  

(9)  緊 急 時 の 体 制 及 び 対 応  

(10) 交 通 管 理  

(11) 環 境 対 策  

(12) 現 場 作 業 環 境 整 備  

(13) 再 生 資 源 の 利 用 の 促 進 と 建 設 副 産 物 の 適 正 処 理 方 法  

(14) 法 定 休 日 ・ 所 定 休 日 （ 週 休 二 日 の 導 入 ）  

(15) 施 工 図  

(16) そ の 他  

4．  受 注 者 は 、施 工 計 画 書 の 内 容 に 重 要 な 変 更 が 生 じ た 場 合 に は 、そ の つ ど

当 該 工 事 に 着 手 す る 前 に 変 更 に 関 す る 事 項 に つ い て 、 施 工 計 画 書 （ 変 更 ）

を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

5．  監 督 職 員 が 指 示 し た 事 項 に つ い て は 、受 注 者 は 、さ ら に 詳 細 な 施 工 計 画

書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

6．  施 工 計 画 書 を 作 成 す る 際 は 、別 紙 要 領 ①「 施 工 計 画 書 作 成 要 領 」に よ る

も の と す る 。  

 

２ － ７  施 工 体 制 台 帳  

1.  受 注 者 は 、工 事 を 施 工 す る た め に 下 請 負 契 約 を 締 結 し た 場 合 、そ の 請 負

代 金 額 に か か わ ら ず 、国 土 交 通 省 令 及 び「 施 工 体 制 台 帳 に 係 る 書 類 の 提 出

に つ い て （ 令 和 ３ 年 ３ 月 ５ 日 付 け 国 官 技 第 319号 、 国 営 建 技 第 16号 、 令 和

３ 年 ３ 月 22日 付 け 国 港 技 第 90号 ）」に 従 っ て 記 載 し た 施 工 体 制 台 帳 を 作 成

し 、工 事 現 場 に 備 え る と と も に 、そ の 写 し を 監 督 職 員 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。  

2.  第 １ 項 の 受 注 者 は 、国 土 交 通 省 令 及 び「 施 工 体 制 台 帳 に 係 る 書 類 の 提 出
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4． 受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければなら

ない。 

5． 受注者は、工事の施工に当たり発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負

うものとし、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭については事前に設置

換えや移設を行い、工事完成時までには復元しなければならない。 

6． 本条で規定する事項については、受注者の責任と費用負担において行わなければ

ならない。 

 

３－３ 工事中の安全確保 

1． 受注者は、最新の土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術審議官通達、

令和４年２月）、建設機械施工安全技術指針（国土交通省大臣官房技術調査課長、

国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達知、平成17年３月31日）を参考にして、

常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 

2． 受注者は、工事施工中、監督職員及び管理者の許可なくして、流水及び交通の支

障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 

3． 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（国土交通省告示第496号、令和元年９

月２日）を遵守して、災害の防止を図らなければならない。 

4． 土木工事に使用する建設機械の設定、使用等については、設計図書により建設機

械が指定されている場合には、受注者は、これに適合した建設機械を使用しなけれ

ばならない。ただし、受注者は、より条件に合った機械がある場合には、監督職員

の承諾を得て、それを使用することができる。 

5． 受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上又は地下の既設構造物に対して支障

を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。 

6． 受注者は、豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常

に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。 

7． 受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合は板囲、ロー

プ等により囲うとともに、立入り禁止の表示をしなければならない。 

8． 受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは

連絡を行い安全を確保しなければならない。 

9． 受注者は、工事箇所及びその周辺において積雪があった場合、通行の支障となら

ないよう除雪を行うとともに標識、工事標示板等に付着した雪は払い落とし、見や

すいものとしておくこと。 

10．受注者は、受注者の負担と責任において現場事務所、作業員宿舎、休憩所又は作

業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュ

ニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 

11．受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割

当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を

実施しなければならない。なお、施工計画書に当該工事の内容に応じた安全・訓練

等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するとともに、その実施状況について

は、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備・保管し、監督職員からの請求
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号）」及び保安施設設置基準（岩手県県土整備部道路環境課通知、平成18年４月28

日付け道環第32号）に基づき、安全対策を講じなければならない。 

4． 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書

の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 

5． 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持、管理、補修及

び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、

受注者は、関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を

除き、標識の設置その他の必要な措置を自らの費用負担で行わなければならない。 

6． 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において

使用するものとする。 

7． 受注者は、設計図書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合におい

ては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分

を明らかにして使用するものとする。 

8． 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管

してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を

中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物

を撤去しなくてはならない。 

9． 同一路線で工事現場が近接する場合、それぞれの工事現場間隔が300ｍ以上となる

ように作業帯を設けなければならない。 

10. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（令和３４年７４月改

正 政令第41198号）第３条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、

道路法第47条の２に基づく通行許可、または道路法第47条の10に基づく通行可能経

路の回答を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令（令

和６７年９３月改正 政令第272335号）第22条における制限を越えて建設機械、資

材等を積載して運搬するときは、道路交通法（令和５７年６３月改正 法律第5632

号）第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 

11. 受注者は、交通誘導にあたっては警備業法施行規則第38条による教育の履歴者、

建設業協会等が主催する建設工事の事故防止のため安全講習会の受講者あるいは

交通誘導警備業務に係る検定（１級または２級）の合格者を配置するものとし、教

育の実施状況、受講証等の写し等確認できる資料を監督職員に提出するものとする。

なお、受注者は交通誘導警備業務を警備業務者に委託した場合、かつ、警備員等の

検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号）第２条の表の６の項の

規定により都道府県公安委員会が認定した路線において交通誘導を行う場合にあ

っては、交通誘導を行う現場ごとに必ず交通誘導警備業務に係る検定（１級または

２級）の合格者を１人以上配置するものとし、合格証明書の写しを監督職員に提出

するものとする。 

 

３－８ 爆発及び火災の防止 

1．受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には関係法令を遵

守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければな
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別図３－１       【工事標示板（記載例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 「水道管の○○を行っています」は、次の表のとおり簡単な表現とする。 

２ 色彩は、「ご協力をお願いしますご迷惑をおかけします」及び「水道工事」

は、青地に白抜き文字とする。 

３ 「水道管の○○を行っています」等の工事内容、工事期間については青色文

字とする。 

４ その他の文字及び線は、黒色、地を白色とする。 

 

主な工種 工事看板表示 

新設工事 地震に強い水道管の布設を行っています。 

取替（経年管更新）工事 地震に強い水道管に入れ替えを行っています。 

取替・撤去工事 水道管の【取替・撤去】を行っています。 

修繕・補修工事 水道管の修理を行っています。 

支障移設工事 水道管の移設を行っています。 

埋設物調査工事 埋設物の調査を行っています。 

緊急工事 緊急で水道管の水漏れを直しています。 

点検・補修工事 水道管の点検・修理を行っています。 

舗装復旧工事 水道管の埋設跡の復旧を行っています。 

2cm 

2cm 2cm 110cm 

140cm   

43cm 

35cm 

35cm 

11cm 

  

12cm  ご迷惑をおかけします
 地震に強い

 行っています
令和○年○月○日まで 

時間帯 9：00～16：00  

水 道 工 事  

発注者 盛岡市上下水道局○○課  
   電話 019-×××-××××
施工者 ○○○建設株式会社

    
  

2cm 

   電話 019-×××-××××

水道管の布設を 

請負額 ○○,○○○千円

ご協力をお願いします 
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５ 現場の状況により工事標識版の設置場所が限られる等の場合は、工事標示板

の幅をハーフサイズ（1/2 幅）とすることができるものとする。 

  この場合の記載内容は通常サイズの工事標示板と同様とし、割り付けは以下

を標準とする。 

６ ハーフサイズ（1/2 幅）の工事標示板の使用にあたっては、監督職員の承諾

を得るものとする。 

 

【工事標示板（ハーフサイズ記載例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2cm 

2cm 2cm 55cm 

140cm   

53cm 

25cm 

35cm 

11cm 

 

12cm ご迷惑をおかけします

地震に強い 

入れ替えを 

 行っています 

令和○年○月○日まで

時間帯 
  9：00～16：00 
 

発 注 者  盛 岡 市 上 下 水 道 局

○○○○課  
   電 話  019-×××-××××

施 工 者  ○○○建 設 株 式 会 社

    
  

2cm 

   電 話  019-×××-××××

水 道 工 事  

水道管に 

請 負 額  ○○,○○○千 円

ご協力をお願いします 
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別 表 4-1-(2)     【 水 道 工 事 承 認 材 料 一 覧 表 (2)】  

製 品 名 規 格 等 

押輪・特殊押輪類 

押輪（FCD 製） 同軸押輪 川崎機工㈱  KCA 形 

特殊押輪(K 形) 

 

川崎機工㈱  KTA 形 

㈱ｸﾛﾀﾞｲﾄ工業 MR31 

コスモ工機㈱ CMB 

㈱水研    SW-S(A) 

大成機工㈱  TN-30(W) 

高圧タイプ 

コスモ工機㈱ CMA 

㈱水研    SW-H(A) 

大成機工㈱  TN-30(R) 

離脱防止型特殊押輪(K 形) ３DkN 以上 
コスモ工機㈱ CMH 

大成機工㈱  TN-30Z 

特殊割押輪(SⅡ形)  大成機工㈱  TN-35SW 

特殊割押輪(NS・SⅡ形) 継輪用 
大成機工㈱  TK-99 

コスモ工機㈱ CMNS-2 

メカニカル形帽 

K 形 
大成機工㈱  TN-30C 

コスモ工機㈱ MCK-KG 

NS・SⅡ形 大成機工㈱  TN-30C 

SⅡ形 コスモ工機㈱ MCKP-S2 

NS 形 コスモ工機㈱ MCKP-NS 

既設管継手部耐震補強金具(A・K 形) 

3DkN(φ75～600)  大成機工㈱    TO-13H 

3DkN(φ75～250)  コスモ工機㈱ CHK  

3DkN(φ300～600) コスモ工機㈱ CMWD 

既設管継手部補強金具(A・K 形) 1.5DkN 以上（φ75～300） 大成機工㈱    TO-99 

既設管継手部補強金具(T 形) 1.5DkN 以上（φ75～250） 大成機工㈱    TO-99 

NS 形用管栓  
コスモ工機㈱ MCSP-NS 

大成機工㈱  TN-06SN 

GX 形用管栓  

コスモ工機㈱ MCSP-GX 

MCSP-GXI 

大成機工㈱  GX-11SN 

移動用防止金具(NS 形)  
コスモ工機㈱ LKH 

大成機工㈱  NS-07G 

ポリエチレン管 

ポリエチレン管 1 種(軟質管)2 層管 JIS K 6762 

ポリエチレン管継手 B 形 JWWA B 116  

鋼管 

ポリエチレン粉体ライニング鋼管 SGP-PB・SGP-PD JWWA K 132 

硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VB・SGP-VD JWWA K 116 

波状ステンレス鋼管(B) SUS316 JWWA G 119 



⑩－2〔本編〕 

 

(1)掲示場所：事業場の見やすい場所 

 (2)標識寸法：（縦）25㎝以上×（横）35㎝以上（地色：白、文字：黒） 

 (3)掲示根拠：労働者災害補償保険法施行規則 第49条 

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第77条 

(4)留意事項：「事業主代理人の氏名」欄は、「事業主の住所氏名」欄に記入した氏

名以外の場合は、労働基準監督署に届出した代理人（支店長等）の

氏名を記載する。代理人の届出がない場合は空欄とする。 

3． 施工体系図（下請契約のある工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

(1) 掲示場所：工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所 

 (2)標識寸法：規定なし（読みやすい大きさにすること） 

(3)掲示根拠：建設業法 第24条の８第４項 

 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する法律 

第15条第１項 
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(4)留意事項：「事業主代理人の氏名」欄は、「事業主の住所氏名」欄に記入した氏

名以外の場合は、労働基準監督署に届出した代理人（支店長等）の

氏名を記載する。代理人の届出がない場合は空欄とする。 

4． 下請負人に対する通知（下請契約のある工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)掲示場所：工事現場の見やすい場所 

 (2)標識寸法：規定なし 

(3)掲示根拠：建設業法施行規則 第14条の３ 

5．建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)掲示場所：現場事務所や工事現場の出入り口など見やすい場所 

 (2)標識寸法：大（Ａ３判）・小（Ａ４判）のシールのいずれか 

 (3)掲示根拠：建退共制度改善方策について（平成11年３月18日労働省、建設省、 

 建退共本部） 

 公共工事の入札及び適正化を図るための措置に関する指針  

 第２措置５（５３）ハ 

 

 

 

 

 

(例) 

下請負人となった皆様へ 

 

この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者

に請け負わせた方は、延滞なく、工事現場内建設ステーションまで、建設業法施行

規則（昭和24年建設省令第14号）第14条の４に規定する再下請負通知書を提出して

ください。 

一度通知した事項や書類に変更が生じたときも、変更の年月日を付記して同様の

書類を提出してください。 

〇〇建設株式会社 
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＜要領①＞         施工計画書作成要領 

 

１．適用 

    この要領は、受注者がどのような工法、工程及び組織等で施工するかを明らかに

するため、契約及び現場条件の検討を行い、盛岡市上下水道局に提出する施工計画

書の標準項目を定めるものである。 

 

２．施工計画書の作成及び提出 

    受注者は、契約締結後20日以内に、工事請負契約書、及び設計図書に基づき、工

事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に

提出しなければならない。 

    この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。

ただし、受注者は維持工事または簡易な工事等においては、監督職員の承諾を得て

記載内容の一部を省略することができる。 

 

３．標準項目  

  (1) 工事概要 

        工事の名称            請 負 金 額           

        工事の場所      発 注 者  

    契約年月日          受 注 者 

    工事の期間          工 事 内 容          （主要工種、延長）   

 (2) 実施工程表 

      完成図面作成期間についても、実施工程表に記載すること。 

(3) 現場組織図  

    (例)  

   

 

 

 

 

 

 

 

現 場 代 理 人

社 内 検 査 員 安 全 巡 視 員

監 理 技 術 者

主 任 技 術 者

保
安
監
理

機
械
監
理

資
材
監
理

労
務
管
理

品
質
監
理

施
工
管
理
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  (4) 安全管理（安全管理計画） 

    ① 機械取扱い責任者の指導（日常点検の徹底） 

     ② 作業方法の安全確認と指導 

     ③ 道路交通法の厳守 

     ④ 工事標識、バリケ－ド、その他保安施設の点検整備 

     ⑤ 飛来落下事故防止 

     ⑥ 衛生用具、緊急用具の点検整備 

     ⑦ 第三者災害の防止 

     ⑧ 現場内での安全に関する巡視点検 

     ⑨ 公害対策 

  (5) 主要機械（機械名、形式性能、台数等） 

  (6) 主要資材（材料名、品質、規格、数量等） 

 (7) 施工方法 

     ① 準備工（測量、調査、試験堀、材料手配、道路使用許可、工事協力広報） 

     ② 土工（舗装切断工、掘削工、土留工、埋戻工、舗装仮復旧工等） 

    ③ 管布設工（布設工、消火栓設置工、給水管切替工、水圧試験、管洗浄等） 

     ④ 舗装本復旧工 

  (8) 施工管理計画（工程管理、品質管理、出来形管理、写真管理等） 

(9) 緊急時の体制及び対応（警察署、消防署、労働基準監督署、道路管理者、病院、

東北電力、ＮＴＴ、盛岡ガス等） 

 ※緊急連絡体制図（例）は別図１を参照、現場代理人は常に連絡を取ることが

できる連絡先（携帯電話等）を記入すること。 

  (10) 交通管理 

   ①工事に伴う交通処理及び交通対策について記載すること。 

   ②迂回路を設ける場合には、迂回路の図面及び安全施設、案内標識の配置図並 

びに交通誘導警備員等の配置について記載すること。 

③実際の現場状況を反映した具体的な保安施設配置計画（作業時、休憩時）を

図示して説明し、道路部及び出入口対策、主要材料の搬入・搬出経路、積載

超過運搬防止対策等について記載すること。 

  (11) 環境対策 

(12) 現場作業環境整備 

  (13) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

    ※再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書（共通仕様書「岩手県県土
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整備部」様式）を添付すること。 

 （14）法定休日・所定休日（週休二日の導入） 

       天候等に左右される可能性があり、変更が多いことが想定されるため、当該内

容は別立てで提出しても良い。 

  (15) 施工図 

（1416）その他（添付書類） 

    ① 配水管配管図 

    ② 給水管切替図 

  ③ 土石の堆積場所 

※本体工事から離れた土地に当該工事に使用する土石又は当該工事で発生し 

た土石を一時的に堆積する場合に添付すること。 
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６．工事完成図面の保存 

完成図面は、別に定める電子記憶媒体作成仕様（別表４－２）に基づき、別表４－３

「工事完成図面情報入力表」と併せて電子記憶媒体に保存すること。また、別表４－３

「工事完成図面情報入力表」を併せて作成すること。 
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別表４－２ 電子記憶媒体作成仕様 

内  容 詳  細 

使 用 媒 体 に

関すること 

 

 

使用する媒体 ・書き換え可能なＣＤ－ＲW１枚に格納すること。なお、格納することが不可

能な場合は、別途協議すること。 

CD-RWに明記す

る情報 

（記入例参照） 

 

・工事番号 

・工事の名称または、業務の名称 

・工事完成または、業務完了年月日 

・発注者名 

･受注者名 

・正、副の区別 

CD-RWに明記す

る方法 

・プリンタブル仕様のものを使用し、直接印字するか、専用ラベルを専用の

貼り付け用器具で確実に貼り付けること。 

電 子 記憶 媒体 を

保管するプラスチ

ックケースに明記

する情報 

・工事番号 

・工事の名称または、業務の名称 

・工事完成または、業務完了年月日 

･受注者名 

・正、副の区別 

電 子 記 録 媒

体 に 保 存 す

る内容 

保存するもの ・工事完成図面及び弁栓類台帳を次のフォルダ名称で保存すること。 

 

 

 

※図面が１枚のみの場合はマルチTIFFフォルダの作成はしないこと。 

 

・完成図PDF（個人情報表示版及び個人情報非表示版） 

・完成図CAD（SXF形式を標準とする。ただし、可能な場合はDWG形式も

あわせて提出するものとする。）  

・給水切替及び切離報告書 Excel形式 

・弁栓類台帳 Excel形式 

・完成図面情報入力票 Excel形式  

 

工事完成図の保

存方法について 

・工事完成図は、ＴＩＦＦ（Ｇ４）形式、読み込み密度400dpiとし、原図から直

接読み込むこと。 

・図面は、横長方向で読み込むこと。 

・ＣＡＤにより図面作成した場合であっても、作成した図面を出力し、上記

の方法で読み込むこと。 （この場合、出力図面はマイラー図面とする必要

は無い。） 

・完成図面１枚毎シングルTIFFおよびマルチTIFFを作成する。 

・ファイル名称は次の例により附すること。 

【例】 工事番号 “水建30－１４” (図面枚数２枚)の場合 

シングルTIFFのファイル名 

SK30–014 -001.tif 、 SK30-014 -002 .tif とする。 

マルチTIFFのファイル名 

   SK30–014.tif  とする。 

※ アルファベットは半角大文字、数字は半角とする。 

 

・PDFデータ及びCADデータを保存すること。 

・PDFデータはベクタ形式で作成すること。 

   
ｼﾝｸﾞﾙTIFF ﾏﾙﾁTIFF 弁栓類台帳 
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・PDFデータは、個人情報(水栓番号と使用者名)を表示したものと非表示

にしたものをそれぞれ作成し、保存すること。 

・ファイル名称は次の例により附すること。 

【例】工事番号 “水建08-001”の場合 

PDF：SK08-001（個人情報表示）.pdf 

SK08-001（個人情報非表示）.pdf 

CAD：SK08-001.sxf（SK08-001.dwg） 

     ※CADデータが複数ある場合は「SK08-001 (平面図・配管図).sx

f」「SK08-001 (給水切替図).sxf」など、含まれる図名をファイル名称

に記載すること。  

 

給水切替及び切

離報告書につい

て 

・給水切替及び切離報告書は、ＴＩＦＦ（Ｇ４）形式とすること。 

・シングルTIFF及びマルチTIFF（工事完成図面と合わせて１つのファイル

とすること）を作成すること。 

・ファイル名称は次の例により附すること。 

【例】 工事番号 “水建30－１４” (給水切替及び切離報告書)の場合 

シングルTIFFのファイル名 

SK30-014（給水切替及び切離報告書） .tif とする。 

※ アルファベットは半角大文字、数字は半角とする。 

 

・様式に従ってエクセル形式で作成したものを保存すること。 

・編集可能なファイルを保存すること。 

・ファイル名称は次の例により附すること。 

【例】工事番号 “水建08-001”の場合 

SK08-001（給水切替及び切離報告書）.xlsx  

 

弁栓類台帳につ

いて 

・様式に従ってエクセル形式で作成したものを保存すること。 

・編集可能なファイルを保存すること。 

・ファイル名称は次の例により附すること。 

【例】工事番号 “水建30－１４” の工事において、消火栓×2基、空気弁

1基、500mm仕切弁1基、水管橋1箇所の整備があった場合 

SK30-014(消火栓1).xlsx、SK30-014(消火栓2).xlsx 

SK30-014(空気弁1).xlsx 

SK30-014(本管仕切弁1).xlsx 

SK30-014(水管橋1).xlsx 

 

その他 ・作成したCD-RWは、不許複製とする。 
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ＣＤ－ＲＷ に明記する情報の記入例 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
水建２９－○○ 

○○○○○工事 

工 事 完 成 図 

正または副 

令和○○年○○月○○日 

発注者：盛岡市上下水道局水道建設課 

受注者：○○○○ ○○○○ 

工 事 番 号 
工事の名称 

正，副の区別 

工事完成年月日 
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別表４－３ 工事完成図面情報入力票

－

令和　　　年　　　月　　　日 ～

　　　　　　　　　　　　　　係

（正） ○

（副） ○

【以下記入不要】

インポート年月日 令和　　　年　　　月　　　日

備　　　　 　　　考

組

令和　　　年　　　月　　　日

組

Ｃ　Ｄ　－　ＲW

数　　　量

盛　岡　市　上　下　水　道　局　　　　　　　　　　　　課

令和　　　年　　　月　　　日

 印

 印

 印

工 事 番 号

工事の名称

工事の場所

工事の期間

担 当 課 名

担 当 者 名

会　 社 　名

現場代理人

作成機関（者）

発
　
注
　
者

受
　
注
　
者

電
　
子
　
記
　
憶
　
媒
　
体

連　 絡 　先

提出年月日

種　　　　 類

作業者名


